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令和７年度第１１回江別市農業委員会定例総会議事録

令和８年３月３０日（月） 午後２時３０分開会

開催場所 江別市民会館２１号室

１ 出席委員（１９名）

佐 藤 和 人

伊 藤 良 明

中 田 和 孝

保 倉 義 治

山 口 利 夫

植 村 登

佐 藤 昇

中 島 清 文

砂 川 秀 樹

西 純 一

荻 野 雅 志

田 中 浩 一

得 能 謙 二

百 瀨 誠 記

松 下 博 樹

山 田 保 彦

長谷川 礼 子

工 藤 多希子

浅野目 貴 史

２ 欠席委員（１名）

保 倉 浩 行

３ 出席事務局職員

農業委員会事務局 局長 渡 部 学

主幹 首 藤 陽

主査 中 山 雄 太

主任 粟 生 祐 史

主任 武 山 直 人

主任 中 川 いつみ
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４ 議事日程

日程第１ 議事録署名委員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 諸般の報告

日程第４ 報告第４８号 現況証明願及び照会について

日程第５ 報告第４９号 農地使用貸借の合意による解約について

日程第６ 報告第５０号 農地法第１８条第６項の規定による農地賃貸借

の合意解約について

日程第７ 報告第５１号 農地法第３条の３の規定による届出について

日程第８ 報告第５２号 第１１回農地常任委員会開催結果報告について

日程第９ 報告第５３号 特例付加年金の裁定について

日程第１０ 議案第３３号 農地法第３条の規定による許可申請について

日程第１１ 議案第３４号 農地法第５条の規定による許可申請について（知

事処分）

日程第１２ 議案第３５号 第１１回農用地利用集積等促進計画案に対する

意見について

日程第１３ 議案第３６号 令和８年度最適化活動の目標の設定等について
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５ 議事の概要

◎開会宣告・開議宣告

○議長 これより、令和７年度第１１回江別市農業委員会定例総会を開会いたします。

ただ今の出席委員は１９名であります。

ただちに、本日の会議を開きます。

◎議事録署名委員の指名

○議長 日程第１ 議事録署名委員の指名について

江別市農業委員会会議規則第２５条の規定により、植村委員、松下委員を指名い

たします。

◎会期の決定

○議長 日程第２ 会期の決定について

令和７年度第１１回江別市農業委員会定例総会の会期を、次のとおり決定する。

令和８年３月３０日、１日間とする。

このことについて、ご異議ありませんか。

（「なし」の声あり）

ご異議なしと認めます。

よって、そのように決しました。

◎諸般の報告

○議長 日程第３ 諸般の報告について

事務局長に報告させます。

事務局長。

○事務局長 ご報告申し上げます。

令和７年度第１０回定例総会以降の会務は、お手元に配付いたしました会務報告

のとおりでございます。

なお、本日の総会に保倉浩行委員が欠席する旨の通告がありました。

以上でございます。

○議長 ただ今の報告に対し、ご質問ありませんか。

（「なし」の声あり）

ご質問なしと認めます。

◎報告第４８号

○議長 日程第４ 報告第４８号 現況証明願及び照会についてを議題といたしま

す。

内容の説明をさせます。

中川主任。
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○中川主任 報告第４８号 現況証明願及び照会についてご説明申し上げます。

総会議案１ページをご覧ください。

今回提出がありましたのは、№２８の１件でございます。

土地の所在等は記載のとおりです。

№２８は、公簿地目 畑２筆 計416.00㎡を、内訳のとおり農地・採草放牧地

以外と証明いたしました。

これは、現地調査を行い、農地利用調査実施要領に基づき処理したものでござ

います。

以上でございます。

○議長 これより報告第４８号に対する質疑に入ります。

質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑なしと認めます。

以上で報告第４８号を終結いたします。

◎報告第４９号

○議長 日程第５ 報告第４９号 農地使用貸借の合意による解約についてを議題

といたします。

内容の説明をさせます。

粟生主任。

○粟生主任 報告第４９号 農地使用貸借の合意による解約について、ご説明申し

上げます。

総会議案２ページをご覧ください。

今回通知がありましたのは、№４からNo６の計３件で、全１５筆、畑185,705.92

㎡でございます。

内容につきましては、使用貸借関係を双方合意により解約した旨の通知があっ

たものでございます。

合意解約の内容につきましては、記載のとおりでございます。

以上でございます。

○議長 これより報告第４９号に対する質疑に入ります。

質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑なしと認めます。

以上で報告第４９号を終結いたします。

◎報告第５０号

○議長 日程第６ 報告第５０号 農地法第１８条第６項の規定による農地賃貸

借の合意解約についてを議題といたします。

内容の説明をさせます。

粟生主任。

○粟生主任 報告第５０号 農地法第１８条第６項の規定による農地賃貸借の合意

解約についてご説明申し上げます。
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総会議案３ページをご覧ください。

今回通知がありましたのは、№１８から№１９の２件で、全１０筆、田57,420.00

㎡です。

内容につきましては、賃貸借関係を双方合意により解約した旨の通知があった

ものでございます。

合意解約の内容につきましては、記載のとおりです。

以上でございます。

○議長 これより報告第５０号に対する質疑に入ります。

質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑なしと認めます。

以上で報告第５０号を終結いたします。

◎報告第５１号

○議長 日程第７ 報告第５１号 農地法第３条の３の規定による届出について

を議題といたします。

内容の説明をさせます。

武山主任。

○武山主任 報告第５１号 農地法第３条の３の規定による届出について、ご説明

申し上げます。

総会議案４ページをご覧ください。

これは、農業委員会総会での許可決議を受けることなく、相続等により農地の

権利を取得するもので、農業委員会への届出が必要となるものでございます。

今回、提出がありましたのは、№１４の１件で、土地の所在等は記載のとおり

でございます。

内容につきましては、個人の相続によるものでございます。

以上、１件 １２筆 計118,198.00㎡ でございます。

説明は、以上でございます。

○議長 これより報告第５１号に対する質疑に入ります。

質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑なしと認めます。

以上で報告第５１号を終結いたします。

◎報告第５２号

○議長 日程第８ 報告第５２号 第１１回農地常任委員会開催結果報告について

を議題といたします。

農地常任委員長の報告を求めます。

農地常任委員長。

○農地常任委員長 報告第５２号 令和７年度第１１回農地常任委員会開催結果に

ついて、ご報告申し上げます。

委員会の開催日時、出席委員及び出席職員は、お手元の開催結果報告書に、記
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載のとおりでございます。

付議事件１「農地法第３条の規定による許可申請について」、付議事件２「農地

法第５条の規定による許可申請について（知事処分）」、付議事件３「第１１回農

用地利用集積等促進計画案に対する意見について」、事務局より説明を受け、農地

法等関係条項に照らして、内容を精査し、適当であると意見を集約いたしました。

以上でございます。

○議長 これより報告第５２号に対する質疑に入ります。

質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑なしと認めます。

以上で、報告第５２号を終結いたします。

◎報告第５３号

○議長 日程第９ 報告第５３号 特例付加年金の裁定についてを議題といたし

ます。

内容の説明をさせます。

吉田主任。

○吉田主任 報告第５３号 特例付加年金の裁定について、ご説明申し上げます。

総会議案６ページをご覧ください。

今回裁定を受けましたのは、№１の１件でございます。

本件は、所有農地の利用権設定により、後継者へ経営移譲を行ったもので、経

営移譲日、処分対象農地等につきましては、記載のとおりでございます。

なお、処分対象農地については、農業経営基盤強化促進法附則第５条第１項の

規定による農用地利用集積計画が定められており、それぞれ内容を審査確認の上、

独立行政法人農業者年金基金へ裁定請求書類を提出し、裁定を受けたものでござ

います。

説明は、以上でございます。

○議長 これより報告第５３号に対する質疑に入ります。

質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑なしと認めます。

以上で報告第５３号を終結いたします。

◎議案第３３号

○議長 日程第１０ 議案第３３号 農地法第３条の規定による許可申請について

を議題といたします。

内容の説明をさせます。

武山主任。

○武山主任 議案第３３号 農地法第３条の規定による許可申請についてご説明申

し上げます。

総会議案７ページをご覧ください。
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今回申請がありましたのは、№1０の１件でございます。

№1０は市街化区域内農地において、発電事業者と、当該農地の所有利用者であ

り、貸主である学校法人との間で、太陽光発電パネルのための地下埋設電線路敷設

についての地上権設定をしているものですが、今回契約期間の更新がなされるもの

で、地上における農地利用に支障が見込まれず、当該地で他に権利設定をする者も

いないことから、農地法第３条第２項ただし書に規定される権利設定に該当し、許

可要件を満たすと考えます。

以上、１件 １筆 計 23.60 ㎡でございます。

説明は、以上でございます。

○議長 これより議案第３３号に対する質疑に入ります。

質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑なしと認めます。

議案第３３号を採決いたします。

農地法第３条の規定による許可申請について、申請１件、可とする決定をいたし

たいと思います。

このことについて、ご異議ありませんか。

（「なし」の声あり）

ご異議なしと認めます。

よって、そのように決しました。

◎議案第３４号

○議長 日程第１１ 議案第３４号 農地法第５条の規定による許可申請について

を議題といたします。

内容の説明をさせます。

武山主任。

○武山主任 議案第３４号 農地法第５条の規定による許可申請について（知事処

分）をご説明申し上げます。

今回申請がありましたのは、№１から№２の２件でございます。

総会議案８ページをご覧ください。

本件は、市街化調整区域における権利の設定又は移転を伴う転用で北海道知事処

分事件となるものでございます。

№１の転用目的は牧草倉庫の新規建設用地及び既存の農業関係施設に使用して

いる用地について農地転用を行うものであります。

№２の転用目的は農業用機械格納庫として使用している用地について農地転用

を行うものであります。なお、№１の既存農業関係施設用地と№２の農業用機械格

納庫の用地は事後に農地転用許可を経ていないことが判明したため、経緯説明の顛

末書の提出を受け、追認許可の申請があったものです。

追認となる部分を含め、各案件の農地転用はやむを得ないものであり、農地の区

分と転用目的は問題無いと考える他、農地法等関係条項に照らし、許可相当と考え

られます。

以上、２件 ２筆 計 5,201.92 ㎡でございます。

説明は、以上でございます。
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○議長 これより議案第３４号に対する質疑に入ります。

質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑なしと認めます。

議案第３４号を採決いたします。

農地法第５条の規定による許可申請について、知事処分、申請２件、可とする意

見を付すことに決定をいたしたいと思います。

このことについて、ご異議ありませんか。

（「なし」の声あり）

ご異議なしと認めます。

よって、そのように決しました。

◎議案第３５号

○議長 日程第１１ 議案第３５号 第１１回農用地利用集積等促進計画案に対す

る意見についてを議題といたします。

内容の説明をさせます。

粟生主任。

○粟生主任 議案第３５号 第１１回農用地利用集積等促進計画案に対する意見に

ついて、ご説明申し上げます。

総会議案９ページから２１ページをご覧ください。

本議案は、農地中間管理事業の推進に関する法律第２２条の規定に基づき業務委

託を受けて公益財団法人道央農業振興公社が作成した農用地利用集積等促進計画

案に対して、第１８条第３項の規定に基づき意見を付そうとするものです。

今回の計画案は、利用権設定に係るものが４６件 １７８筆 1,830,667.26 ㎡

でございます。

内容につきましては、記載のとおりとなっておりますので、説明は省略いたしま

す。

今回提案する案件につきましては、同法に定められている各要件をすべて満たし

ていると考えます。

また、当該利用集積等促進計画案について、計画案のとおり認可申請された際に

は即日公告がされるため、農用地の利用の効率化及び高度化の促進に資する旨意見

を付すとともに、農用地利用集積等促進計画の作成について要請を行います。

以上でございます。

○議長 これより議案第３５号に対する質疑に入りますが、農業委員会等に関する法

律第３１条の規定により、議事参与の制限がございますので、利用権設定の№８１

及び№８７、№８９、№９４を除き質疑に入ります。

質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑なしと認めます。

利用権設定の№８１及び№８７、№８９、№９４を除き採決いたします。

第１１回農用地利用集積等促進計画案に対する意見について、計画案４２件、可

とする意見を付すことに決定をいたしたいと思います。

このことについて、ご異議ありませんか。
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（「なし」の声あり）

ご異議なしと認めます。

よって、そのように決しました。

引き続き、議案第３５号の利用権設定の№８１に対する質疑に入りますが、私が

議事参与の制限を受けますので、伊藤会長職務代理者に議長を交代いたします。

（伊藤会長職務代理者、議長席へ）

（佐藤会長退席）

質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑なしと認めます。

議案第３５号の利用権設定の№８１を採決いたします。

第１１回農用地利用集積等促進計画案に対する意見について、申出１件、可とす

る意見を付すことに決定をいたしたいと思います。

このことについて、ご異議ありませんか。

（「なし」の声あり）

ご異議なしと認めます。

よって、そのように決しました。

佐藤会長の復席を願います。

（佐藤会長復席、議長交代）

引き続き、議案第３５号の利用権設定の№８７に対する質疑に入りますが、伊藤

会長職務代理者が議事参与の制限を受けますので、退席を願います。

（伊藤会長職務代理者退席）

質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑なしと認めます。

議案第３５号の利用権設定の№８７を採決いたします。

第１１回農用地利用集積等促進計画案に対する意見について、計画案１件、可と

する意見を付すことに決定をいたしたいと思います。

このことについて、ご異議ありませんか。

（「なし」の声あり）

ご異議なしと認めます。

よって、そのように決しました。

伊藤会長職務代理者の復席を願います。

（伊藤会長職務代理者復席）

引き続き、議案第３５号の利用権設定の№８９に対する質疑に入りますが、得能

委員が議事参与の制限を受けますので、退席を願います。

（得能委員退席）

質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑なしと認めます。

議案第３５号の利用権設定の№８９を採決いたします。

第１１回農用地利用集積等促進計画案に対する意見について、計画案１件、可と

する意見を付すことに決定をいたしたいと思います。

このことについて、ご異議ありませんか。
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（「なし」の声あり）

ご異議なしと認めます。

よって、そのように決しました。

得能委員の復席を願います。

（得能委員復席）

引き続き、議案第３５号の利用権設定の№９４に対する質疑に入りますが、浅野

目委員が議事参与の制限を受けますので、退席を願います。

（浅野目委員退席）

質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑なしと認めます。

議案第３５号の利用権設定の№９４を採決いたします。

第１１回農用地利用集積等促進計画案に対する意見について、計画案１件、可と

する意見を付すことに決定をいたしたいと思います。

このことについて、ご異議ありませんか。

（「なし」の声あり）

ご異議なしと認めます。

よって、そのように決しました。

浅野目委員の復席を願います。

（浅野目委員復席）

◎議案第３６号

○議長 日程第１３ 議案第３６号 令和８年度最適化活動の目標の設定等につい

てを議題といたします。

内容の説明をさせます。

首藤主幹。

○首藤主幹 議案第３６号 令和８年度最適化活動の目標の設定等について、ご説明

申し上げます。

農業委員会は、農業委員会等に関する法律第６条第２項の規定による農地等の利

用の最適化の推進に係る活動の透明性を確保するため、同法第３７条の規定により、

農地等の利用の最適化の推進の状況その他農業委員会における事務の実施状況に

ついて、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならないこ

ととなっております。

このため、令和５年３月３０日に当農業委員会で制定した「農地等の利用の最適

化の推進に関する指針」に基づく単年度目標として、令和８年度最適化活動の目標

を設定しようとするものです。

それでは記載の内容について、ご説明いたします。

Ⅰ 農業委員会の状況については記載のとおりです。

続きましてⅡの最適化活動の目標についてです。1 最適化活動の成果目標の(1)

農地の集積についてですが、現状及び課題として、令和７年度末見込みとして耕地

面積 6,980ha に対してこれまでの担い手への集積面積は 6,540.33ha、集積率は

93.7％となっており、各地域における新規就農者を含めた担い手への働きかけの成

果として、昨年度末における集積率の93.5％から0.2％上昇したものでございます。
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現状から指針における令和１３年度末の集積目標 95.0％を達成するには、単年度で

15.11ha の新規集積が必要であり、令和８年度末で 93.9％の集積率を目標とするも

のです。

次に、(2)遊休農地の解消についてですが、現状及び課題にある１号遊休農地

10.74ha について、緑区分の遊休農地であることから５分の１にあたる 2.15ha の解

消を目標とするものです。

次に、(3)新規参入の促進についてですが、現状及び課題は記載のとおりであり、

新規参入者への貸付等の目標としては、市全体の有償権利移動面積の過去３年度平

均の１割である 50.02ha とするものです。

次に、２ 最適化活動の活動目標についてですが、最適化活動を行う農業委員の

活動日数は、令和７年度と同じく月３日を目標とし活動強化月間は記載のとおり３

回設定し、新規参入相談会への参加目標は１回、１名以上といたします。

今回設定した目標については、北海道農業会議の確認を経て４月末までにインタ

ーネットにより公表する予定でございます。

以上でございます。

○議長 これより議案第３６号に対する質疑に入ります。

質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑なしと認めます。

議案第３６号を採決いたします。

令和８年度最適化活動の目標の設定等について、可とする決定をいたしたいと思

います。

このことについて、ご異議ありませんか。

（「なし」の声あり）

ご異議なしと認めます。

よって、そのように決しました。
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閉会宣告

○議長 今期、定例総会に付議されました事件はすべて議了いたしました。

令和７年度第１１回江別市農業委員会定例総会はこれをもって閉会いたします。

午後２時５１分 閉会

上記会議の記録に相違ないことを証するため、ここに署名する。

令和８年３月３０日

議長（会 長）

署 名 委 員

署 名 委 員


